
 

嵯峨専務理事の選任について 

一般社団法人北海道消費者協会は６月４日の定時総会をもって辞任した武野専務理事の

後任に、その後の理事会において嵯峨前常務理事を選任しましたので、お知らせします。 

新たな役員体制は次のとおりです（任期は令和８年度定時総会まで）。 

 

記 

 

▽会  長   長島 博子（北広島消費者協会会長） 

▽副 会 長    村上 早苗（帯広消費者協会会長） 

         安部 益美 (室蘭消費者協会会長)  

▽専務理事   嵯峨 仁朗（北海道消費者協会事務局長）  新 

▽理  事   中井 悦子（江別消費者協会会長） 

         佐藤 秀臣（函館消費者協会理事長） 

奈良 初枝（岩内消費者協会会長） 

星野 武治（岩見沢消費者協会会長） 

村井 信子（赤平消費者協会会長） 

渡邊眞知子（旭川消費者協会会長） 

土田 晃子（北見消費者協会会長） 

山崎 達生（鶴居村消費者協会会長） 

 

▽監  事   畠山 武道（小樽消費者協会会長） 

鈴江  誠（税理士） 

 

▽相 談 役    畠山 京子（釧路消費者協会） 
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